
 
 

○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 

 

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第 

 
 

号
）
第
五
条
及
び
第
七
条
第
七
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
号
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
及
び
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
必
要
な
調
整
等
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
十
四
年
一
月 

 
 

日 

金
融
庁
長
官 

森 
 

昭
治 

（
銀
行
） 

第
一
条 

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
内
国
銀
行
」

と
い
う
。
）
の
必
要
な
調
整
を
加
え
た
自
己
資
本
の
額
は
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
自
己
資
本
比
率
の
基

準
を
定
め
る
件
（
平
成
五
年
三
月
大
蔵
省
告
示
第
五
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四



 
 

条
に
規
定
す
る
基
本
的
項
目
の
額
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
基
本
的
項
目
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
内
国
銀
行
が
特
定
子
会
社
等
（
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
に

関
す
る
命
令
（
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
連
結

子
会
社
（
命
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
連
結
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当

該
特
定
子
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
し
、
当
該
内
国
銀
行
の
命
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
（
以
下
「
持
分
法
適
用
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
純
資
産
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
及
び

当
該
内
国
銀
行
の
連
結
剰
余
金
の
う
ち
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
も
の
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に

当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
持
分
比
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
た
金
額
の

合
計
額
を
加
え
、
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
調
整
差
益
（
当
該
内
国
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
の
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会

社
に
係
る
持
分
比
率
を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
た
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
加
え
た
額
か
ら
同
項
に
規
定
す

る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
益
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
外
国
銀
行
支
店
） 



 
 

第
二
条 

法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
の
自
己
資
本
と
し
て
定
め
る
額
は
、
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
別
紙
様
式
第
四
号
（
当
該
外
国
銀
行
支
店
が
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘

定
届
出
外
国
銀
行
支
店
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
同
規
則
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
）
中
の
貸
借
対
照
表
の
利
益
準
備
金
、
当

期
未
処
分
利
益
及
び
評
価
差
額
金
の
額
を
合
計
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
評
価
差
額
金
の
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
は

、
当
該
評
価
差
額
金
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
長
期
信
用
銀
行
） 

第
三
条 

法
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
長
期
信
用
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
必
要
な
調
整
を
加
え
た
自
己
資

本
の
額
は
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
自
己
資
本
比
率
の

基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
五
年
大
蔵
省
告
示
第
五
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
条

に
規
定
す
る
基
本
的
項
目
の
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
基
本
的
項
目
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
長
期
信
用
銀
行
が
特
定
子
会
社
等
を
連
結
子
会
社
と
し
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
特
定
子
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
持
分
法
適
用

会
社
等
の
純
資
産
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
連
結
剰
余
金
の
う
ち
当
該



 
 

持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
も
の
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
持
分
比
率

を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
、
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
調
整
差
益
（
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
告
示

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
の
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益

に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
に
係
る
持
分
比
率
を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
た
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
加
え
た

額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
益
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
） 

第
四
条 

法
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
全
国
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
必
要
な
調
整
を
加
え
た
自
己
資

本
の
額
は
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
自
己
資
本
比

率
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
五
年
大
蔵
省
告
示
第
六
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第

十
八
条
に
規
定
す
る
基
本
的
項
目
の
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
基
本
的
項
目
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
連
合
会
が
特
定
子
会
社
等
を
連
結
子
会
社
と
し
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
子
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
し
、
当
該
全
国
連
合
会
の
持
分
法
適
用
会
社

等
の
純
資
産
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
及
び
当
該
全
国
連
合
会
の
連
結
剰
余
金
の
う
ち
当
該
持
分
法



 
 

適
用
会
社
等
に
係
る
も
の
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
持
分
比
率
を
乗
じ

た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
、
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
調
整
差
益
（
当
該
全
国
連
合
会
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価

証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
の
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
に
係
る
持
分
比

率
を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
た
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
加
え
た
額
か
ら
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
益
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
銀
行
持
株
会
社
） 

第
五
条 

銀
行
持
株
会
社
（
法
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
必
要
な
調

整
を
加
え
た
自
己
資
本
の
額
は
、
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
連
結
自
己
資
本
比
率
の
基
準
を
定
め
る
件
（

平
成
十
年
大
蔵
省
告
示
第
六
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
基
本
的

項
目
の
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
基
本
的
項
目
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
銀
行
持
株
会
社
が
特
定
子
会
社
等
を
連
結
子
会
社
と
し
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
特
定
子
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
し
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
持
分
法
適
用



 
 

会
社
等
の
純
資
産
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
及
び
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
連
結
剰
余
金
の
う
ち
当
該

持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
も
の
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
持
分
比
率

を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
、
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
調
整
差
益
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
自
己
資
本
比
率
告
示

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
の
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益

に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
に
係
る
持
分
比
率
を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
た
額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
加
え
た

額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
益
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
） 

第
六
条 

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
（
法
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
必
要
な
調
整
を
加
え
た
自
己
資
本
の
額
は
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
自
己
資
本
比
率
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
年
大
蔵
省
告
示
第
六
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「

自
己
資
本
比
率
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
基
本
的
項
目
の
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
基
本
的
項
目
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
特
定
子
会
社
等
を
連
結
子
会
社
と
し
て

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
子
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
し
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株



 
 

会
社
の
持
分
法
適
用
会
社
等
の
純
資
産
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
及
び
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

社
の
連
結
剰
余
金
の
う
ち
当
該
持
分
法
適
用
会
社
等
に
係
る
も
の
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
当
該
持
分
法

適
用
会
社
等
に
係
る
持
分
比
率
を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
、
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
調
整
差
益
（
当
該
長
期
信

用
銀
行
持
株
会
社
の
自
己
資
本
比
率
告
示
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用

会
社
等
の
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
損
益
に
当
該
持
分
法
適
用
会
社
に
係
る
持
分
比
率
を
乗
じ
た
金
額
の
合
計
額
を
加
え
た

額
が
正
の
値
で
あ
る
場
合
の
当
該
加
え
た
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
益
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

）
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
命
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
及
び
第

三
条
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
保
有
限
度
額
に
係
る
命
令
第
五
条
又
は
第
七

条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
己
資
本
の
額
に
関
す
る
必
要
な
調
整
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
前
に
お
い
て
も
、
こ

の
告
示
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 



 
 

件
名 

 

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
に
関
す
る
命
令
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に

掲
げ
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
必
要
な
調
整
等
を
定
め
る
件 

 


